
                        

 
平成２８年１０月１８日 

 

・・・小学生「社会見学会～海運・港湾と暮らし～」開催のお知らせ・・・ 

 

四方を海に囲まれた我が国は、エネルギーや食糧、工業原材料のほとんどを海外から輸入し、輸

入量の９９．７パーセントは海上輸送に依存しています。また、境港は全国３位の水揚げ量を誇る

屈指の漁港であり、漁獲物を加工し、市場に流通させることなど、海を利用し活用することなくし

て、今日の私たちの生活は考えられません。 

鳥取運輸支局、境港湾・空港整備事務所では、こうした海の果たす重要性を広く皆様方に理解

していただくため、海事思想の普及等に積極的に取り組んでいるところです。 

このたび、境港市立上道小学校５年生の生徒さんを対象に、海運や港湾と暮らしのつながりに

ついて学んでいただくため、「社会見学会 ～海運・港湾と暮らし～」を、下記概要（別添行程表参

照）で実施することとしましたのでお知らせします。 

記 

１． 日 時 平成２８年１０月２４日（月） 午前の部 ９時００分～１２時００分頃 

                   午後の部１３時１５分～１６時１５分頃 

 

２．場 所 境港国際コンテナターミナル他（美保湾・昭和南岸壁付近） 

 

３．参加者 境港市立上道小学校 ５年生４５名（午前２２名、午後２３名） 

 

４．主 催 中国運輸局鳥取運輸支局／中国地方整備局境港湾・空港整備事務所 

 

５．協 力  境港海陸運送株式会社／王子物流株式会社 

 

６．その他 マスコミ関係の方で、同行のご希望がございましたら、別紙参加希望表により 

  ＦＡＸで１０月２０日（木）１６時までにご連絡ください。 

 

 
中国運輸局鳥取運輸支局 

中国地方整備局境港湾・空港整備事務所 

【お問い合わせ先】 

中国運輸局 鳥取運輸支局 （境庁舎） 

担当者：大野・重長 

TEL．0859-42-2169 FAX.0859-42-2160 



   

    

 

午前の部 午後の部 行程（児童が半分ずつ入れ替わって見学します） 

9:00 13:15 上道小学校 （発） 

9:15 13:30 竹内物揚場（着）バスの中で主催者挨拶 

  1 班 2 班 

9:25 13:40 
バス（竹内物揚場→昭和南）移動 

国際コンテナターミナル（着） 

港湾業務艇「みほかぜ」乗船 

  

  

港湾荷役設備・ガントリークレーン及

びチップ置場等見学（境港海陸運送

(株)・王子物流(株)各担当者説明） 

船から境港見学（中国地方整備局担当

者説明） 

10:15 14:30 
国際コンテナターミナル（発） 

バス（昭和南→竹内物揚場） 

下船 

10:25 14:40 
竹内物揚場（着） 竹内物揚場（発） 

バス（竹内物揚場→昭和南）移動 

10:35 14:50 
港湾業務艇「みほかぜ」乗船 国際コンテナターミナル（着） 

 
 

船から境港見学（中国地方整備局担当

者説明） 

港湾荷役設備・ガントリークレーン及

びチップ置場等見学（境港海陸運送

(株)・王子物流(株)各担当者説明） 

11:25 15:40 
下船 国際コンテナターミナル（発） 

バス（昭和南→竹内物揚場） 

11:35 15:50 
「みほかぜ」をバックに全員で記念撮影 

11:45 16:00 
竹内物揚場（発） 

12:00 16:15 
上道小学校 （着） 

 

 

 

 

平成２８年１０月２４日（月） 



○ 港湾施設見学場所概要 

 

境港市昭和町（外航昭和南地区） 

   

 

 

※港湾業務艇「みほかぜ」は竹内 1号物揚場付近から出発する予定です。 

 

【施設見学】 
コンテナターミナル、港湾

荷役設備、チップ置場等 

【施設見学】 
港湾業務艇「みほかぜ」に

乗船し、海から港を見学 



 

 

中国運輸局鳥取運輸支局（境庁舎） 大野 行き 

 

FAX 0859-42-2160 

※10 月 20 日（木）16 時までにご連絡ください。 

 

 

 
参 加 希 望 表 

 

    

     

 
御社名     

 

     

 
連絡先担当者       

 

     

 
電話番号     

 

     

     
  役  職 氏  名 生年月日 

 
①       

 
②       

 
③        

   
  

   
  

   
  

 
車両番号     

 

     
※  名前等につきましては、港湾施設内立入り事前許可取得のため必要です。 

港湾施設内に車を乗り入れる場合は、ナンバーを記入してください。 
 

     
 


